


理    由 

 

1・3・10号淀川左岸線は、大阪北部から都心に流入する交通を分散処理し混

雑を緩和するとともに、臨海部と国土軸を接続する広域交通網の強化や交通利

便性の向上に資する重要な路線である。 

今回、当該都市計画道路の福島区大開 4 丁目地内から北区豊崎 6 丁目地内ま

での区間について、より確実な安全性や合理性の確保の観点から、道路構造と

線形を設定するとともに、1・2・11号大阪門真線との接続により交通のさらな

る円滑化を図るため、区域及び構造を一部変更する。 
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